
ｺﾝﾋﾞﾆ 3,398 1,100 1,033 963 (93.2%) 70 (6.8%) 960 (92.9%) 73 (7.1%) 1,032 (99.9%) 1 (0.1%) 32.4%

平
成

書店 765 186 112 76 (67.9%) 36 (32.1%) 93 (83.0%) 19 (17.0%) 109 (97.3%) 3 (2.7%) 24.3%

27 ｹﾞｰﾑ販売店 186 61 49 43 (87.8%) 6 (12.2%) 47 (95.9%) 2 (4.1%) 49 (100.0%) 0 (0.0%) 32.8%

年
度

がん具店 65 16 8 8 (100.0%) 0 (0.0%) 8 (100.0%) 0 (0.0%) 8 (100.0%) 0 (0.0%) 24.6%

計 4,414 1,363 1,202 1,090 (90.7%) 112 (9.3%) 1,108 (92.2%) 94 (7.8%) 1,198 (99.7%) 4 (0.3%) 30.9%

ｺﾝﾋﾞﾆ 3,666 1,213 1,133 1,022 (90.2%) 111 (9.8%) 1,055 (93.1%) 78 (6.9%) 1,121 (98.9%) 12 (1.1%) 33.1%

平
成

書店 752 222 114 85 (74.6%) 29 (25.4%) 91 (79.8%) 23 (20.2%) 106 (93.0%) 8 (7.0%) 29.5%

28 ｹﾞｰﾑ販売店 193 89 83 76 (91.6%) 7 (8.4%) 80 (96.4%) 3 (3.6%) 83 (100.0%) 0 (0.0%) 46.1%

年
度

がん具店 62 20 12 12 (100.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 0 (0.0%) 32.3%

計 4,673 1,544 1,342 1,195 (89.0%) 147 (11.0%) 1,238 (92.3%) 104 (7.7%) 1,322 (98.5%) 20 (1.5%) 33.0%

ｺﾝﾋﾞﾆ 3,739 1,012 924 872 (94.4%) 52 (5.6%) 873 (94.5%) 51 (5.5%) 919 (99.5%) 5 (0.5%) 27.1%

平
成

書店 720 180 101 76 (75.2%) 25 (24.8%) 84 (83.2%) 17 (16.8%) 98 (97.0%) 3 (3.0%) 25.0%

29 ｹﾞｰﾑ販売店 193 62 52 45 (86.5%) 7 (13.5%) 46 (88.5%) 6 (11.5%) 48 (92.3%) 4 (7.7%) 32.1%

年
度

がん具店 63 20 11 11 (100.0%) 0 (0.0%) 10 (90.9%) 1 (9.1%) 11 (100.0%) 0 (0.0%) 31.7%

計 4,715 1,274 1,088 1,004 (92.3%) 84 (7.7%) 1,013 (93.1%) 75 (6.9%) 1,076 (98.9%) 12 (1.1%) 27.0%

※括弧内は、有害図書類等取扱店舗数に占める割合を表示。

有 害 図 書 類 区 分 陳 列 等 実 態 調 査 結 果

有 無有 無 有 無

調査率
(B/A)区　　　分

有害図書類等取扱店舗の調査結果

包装の有無区分陳列の有無 区分陳列表示の有無

有害図
書類等
取扱店
舗数

調査実
施店舗
数(B)

管内店
舗数(A)



【愛知県青少年保護育成条例（抜粋）】

（有害図書類の陳列方法の規制）
第七条 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧することができないよう
に、規則で定める方法により包装しなければならない。
２ 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類の陳列場所を屋内の容易に監
視することができる一定の場所に設け、規則で定める方法により陳列しなければならない。
３ 図書類取扱業者は、前項の有害図書類の陳列場所に青少年の購入若しくは借受け又は閲覧、
視聴若しくは聴取を禁ずる旨を掲示しなければならない。
４ 知事は、図書類取扱業者が前３項の規定に違反して有害図書類を陳列していると認めるときは、
その者に対し、期限を定めて、当該有害図書類を包装し、若しくはその包装の方法を改善し、当該
有害図書類の陳列の場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、又は前項の掲示をし、若し
くはその掲示の方法を改善すべきことを勧告することができる。
５ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限
を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
６ 前各項の規定は、図書類取扱業者が法令により青少年の立入りが禁止されている場所（以下
「青少年立入禁止場所」という。）に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。

【愛知県青少年保護育成条例施行規則（抜粋）】
（有害図書類の包装の方法）
第二条の二 条例第７条第１項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とす
る。
(1) ビニール袋等により有害図書類全体の包装を行うこと。
(2) 有害図書類を伸縮しない材質のひもで十字掛け又はたすき掛けにして縛ること。
(3) 前２号に掲げるもののほか、有害図書類を容易に閲覧することができないようにする方法として
知事が認める方法

（有害図書類の陳列の方法）
第二条の三 条例第７条第２項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とす
る。
(1) 間仕切り等により仕切られ、かつ、他から容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所
に有害図書類をまとめて陳列すること。
(2) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚の外周から６０センチメートル以上離れた場所に設け

られた棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。
(3) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚の背面に設置する棚に、有害図書類のみをまとめて
陳列すること。
(4) 有害図書類を陳列する棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から１０セ

ンチメートル以上張り出して設けた透視できない材質及び構造の仕切り板と仕切り板との間に有害

図書類を陳列すること。
(5) 有害図書類を、床面から１５０センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるように
してまとめて陳列すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、有害図書類を他の図書類と明確に区分する方法として知事が認
める方法

（有害図書類の陳列場所の掲示）
第三条 条例第７条第３項の規定による掲示は、
様式第２によつてしなければならない。

様式第２

用紙の大きさ 縦10ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ、横25ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

成人向けコーナー
愛知県青少年保護育成条例により、１８歳未満の

方の（購入、借受け、閲覧、視聴、聴取）をお断りし
ます。


